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平成２３年さいたま市議会１２月（１１月繰上げ）定例会提出議案一覧 
 
合計４０件（予算議案４件・条例議案１７件・一般議案１３件・道路議案２件・人事議案４件） 
 
≪予算議案≫ 

議案第１４２号～議案第１４５号 

 （内容） 

・ 平成２３年度さいたま市一般会計補正予算（第７号） 

・ 平成２３年度さいたま市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

・ 平成２３年度さいたま市食肉中央卸売市場及びと畜場事業特別会計補正予算（第１号） 

・ 平成２３年度さいたま市下水道事業会計補正予算（第３号） 

 
≪条例議案≫ 

議案第１４６号 さいたま市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局区政推進室） 

さいたま都市計画事業南平野土地区画整理事業の換地処分の公告及び町の区域を新たに画す

る旨の告示が行われ、平成２３年１０月８日から効力が生じたことにより、所要の改正を行う

もの。 

 （内容） 

・ 区域の表記の変更 

・ 岩槻区の区域に「南平野１丁目から南平野５丁目まで」を加えるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第１４７号 さいたま市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・総務局人事部厚生課） 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の制定に伴う所要の

改正を行い、その他規定の整備を行うもの。 

 （内容） 

・ 規定の整備 

・ 条例で引用している障害者自立支援法第５条「第６項」を「第７項」に、地方公務員

災害補償法「第４５条、第４６条及び第４６条の２（船員である職員に関する部分に限

る。）」を「第４５条及び第４６条」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第１４８号 さいたま市営北与野駅北口地下駐車場事業特別会計条例を廃止する条例の制定

について 

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

  さいたま市営北与野駅北口地下駐車場の建設時における借入金の償還が平成２３年度末で終

了するため、条例を廃止するもの。 

 （施行期日） 平成２４年４月１日 
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議案第１４９号 さいたま市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・財政局税務部税制課） 

  地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ 個人市民税の寄附金税制の改正 

  平成２４年度分以後の個人市民税について、寄附金税額控除の適用下限額を５千円か

ら２千円に引き下げるもの。 

  控除対象寄附金の拡充に伴い、申告規定の整備等を行うもの。 

２ 個人市民税の金融証券税制の改正 

  上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に対する軽減税率の特例を２年延長するもの。 

  非課税口座内上場株式等の譲渡に係る所得計算の特例の施行を２年延長するもの。 

３ 過料の引上げ等 

 ・ 不申告等に関する過料について、３万円から１０万円への上限額の引上げ等を行うも

の。 

 （施行期日） 公布の日（１については平成２４年１月１日、３については公布の日から起算

して２月を経過した日） 

 

議案第１５０号 さいたま市建築等関係事務手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・都市局まちづくり推進部市街地整備課） 

租税特別措置法施行令の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 事務の根拠規定の削除 

   特定民間再開発事業認定の申請に対する審査事務の根拠規定のうち、租税特別措置法

施行令「第３９条の７第９項」を削るもの。 

     地区外転出事情認定の申請に対する審査事務の根拠規定のうち、租税特別措置法施行

令「第３９条の７第１１項」を削るもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第１５１号 さいたま市浦和ふれあい館条例等の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部障害福祉課） 

障害者基本法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

１ さいたま市浦和ふれあい館条例の一部改正 

・ 条例で引用している障害者基本法「第２条」を「第２条第１号」に改めるもの。 

２ さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例の一部改正 

 ・ 障害者基本法の障害の定義の見直しに伴い、同法を引用している条例の障害の定義に

ついて、規定の整備を行うもの。 

３ さいたま市障害者の利用に係る公の施設使用料等減免条例の一部改正 

・ 条例で引用している障害者基本法「第２１条」を「第２４条」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 
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議案第１５２号 さいたま市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 

さいたま市立土合放課後児童クラブの建替えによる移転に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

  ・ 位置の変更 
   ・ さいたま市立土合放課後児童クラブの位置を「南元宿１丁目２０番５号」から「南元

宿１丁目１１番１号」に改めるもの。 

（施行期日） 平成２４年１月４日 

 

議案第１５３号 さいたま市水質汚濁防止法に規定する特定事業場に係る排出水の汚染状態の測

定の回数を定める条例の制定について 

        （所管課所・環境局環境共生部環境対策課） 

水質汚濁防止法施行規則の一部改正により、特定事業場に係る排出水の汚染状態の測定回数

について、同規則で定める回数より多い回数を条例で義務付けできることになったため、条例

を制定するもの。 

 （内容） 

１ 排出水の汚染状態の測定回数 

・ 特定事業場に係る排出水の汚染状態の測定回数について、有害物質取扱事業場にあっ

ては１月に１回以上とし、それ以外の工場又は事業場にあっては排水量に応じて回数を

定めるもの。 

  ２ さいたま市生活環境の保全に関する条例の一部改正 

   ・ 特定事業場に係る排出水の測定等に関する規定を削除するもの。 

 （施行期日） 平成２４年１月１日 

  

議案第１５４号 さいたま市営自転車等駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・都市局都市計画部都市交通課） 

  さいたま市営大宮駅西口自転車駐車場の竣工に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 位置及び利用時間の変更 

  自転車駐車場の位置を「桜木町１丁目１８８番地１」から「桜木町１丁目１８５番地

」に改めるもの。 

  自転車駐車場の利用時間を「終日」から「午前４時から翌日の午前１時４５分まで」

に改めるもの。 
 （施行期日） 平成２４年４月１日等 

 

議案第１５５号 さいたま市しらさぎ荘条例を廃止する条例の制定について 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部市民総務課） 

建物の老朽化、利用者数の減少等に伴い、さいたま市しらさぎ荘を廃止するため、条例を廃

止するもの。 

（施行期日） 平成２４年４月１日 
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議案第１５６号 さいたま市特定非営利活動促進法施行条例の制定について 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部コミュニティ推進課市民活動支

援室） 

  特定非営利活動促進法の一部改正に伴い、指定都市の長が所轄庁になることとされたため、

法律の施行に関する事項を定める条例の制定を行うもの。 

 （内容） 

１ 特定非営利活動法人に係る認証制度 

・ 設立、定款の変更及び合併の認証申請に関し手続を定めるもの。 

２ 認定特定非営利活動法人に係る認定制度 

・ 認定の申請に関する手続並びに役員報酬規程等の提出及び公開に関し定めるもの。 

３ 仮認定特定非営利活動法人に関する規定の準用 

 ・ 仮認定特定非営利活動法人について、２の規定を準用するもの。 

 （施行期日） 平成２４年４月１日 

 

議案第１５７号 さいたま市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ企画課） 

スポーツ振興法の全部改正によるスポーツ基本法の制定に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 規定の整備 

・ 条例で引用しているスポーツ振興法「第１８条第２項」をスポーツ基本法「第３１条

」に、スポーツ振興法「第４条第４項及び第２３条」をスポーツ基本法「第３１条及び

第３５条」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第１５８号 さいたま市市民の森条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・経済局経済部見沼グリーンセンター） 

  さいたま市見沼グリーンセンター市民農園に、新たな区画として第２農園を設置するため、

所要の改正を行い、その他規定の整備を行うもの。 

 （内容） 

  １ 利用期間の追加 

   ・ 第２農園の利用期間は、４月１日から翌年の３月１０日までとするもの。 

  ２ 使用料の追加 

   ・ 第２農園の使用料は、年１万２，５００円とするもの。 

 （施行期日） 平成２４年４月１日等 

 

議案第１５９号 さいたま都市計画事業南平野土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例

の制定について 

        （所管課所・都市局まちづくり推進部岩槻まちづくり事務所） 

さいたま都市計画事業南平野土地区画整理事業の換地処分の公告及び町の区域を新たに画す

る旨の告示が行われ、平成２３年１０月８日から効力が生じたことにより、所要の改正を行う

もの。 
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 （内容） 

・ 施行地区に含まれる地域の名称の変更 

・ 施行地区に含まれる地域の名称について、「大字南平野字清賀、字丸田、字中通丸田、

字深町及び字下六反並びに大字長宮字前田の各一部」を「南平野１丁目から南平野５丁

目まで」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第１６０号 さいたま市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部建築行政課） 

さいたま都市計画地区計画の変更に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 地区整備計画の変更等に伴う建築物の制限の変更 

  岩槻駅東口地区地区整備計画区域及び浦和駅西口南高砂地区地区整備計画区域内にお

ける建築物の敷地面積の最低限度の要件から、公衆便所等公益上必要な建築物を除外す

るもの。 

   浦和駅西口南高砂地区地区整備計画区域内における建築物の外壁等から敷地境界線等

までの距離の制限について、その距離が４メートル以上とする制限を廃止するもの。 

 （施行期日） 平成２４年１月１日 

 

議案第１６１号 さいたま市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・建設局建築部住宅課） 

障害者基本法の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 規定の整備 

・ 条例で引用している障害者基本法「第２条」を「第２条第１号」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 

 

議案第１６２号 さいたま市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

        （所管課所・消防局総務部消防総務課） 

障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う

関係政令の整備に関する政令の制定に伴い、所要の改正を行うもの。 

 （内容） 

・ 規定の整備 

・ 条例で引用している障害者自立支援法第５条「第６項」を「第７項」に改めるもの。 

 （施行期日） 公布の日 
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≪一般議案≫ 
議案第１６３号 川越線指扇駅南北自由通路設置工事委託契約について 

        （所管課所・都市局まちづくり推進部日進・指扇周辺まちづくり事務所） 

 （内容） 

  １ 契約の目的 

    川越線指扇駅南北自由通路設置工事 

  ２ 契約の方法 

    随意契約 

  ３ 契約金額 

    ８億７，９００万円 

  ４ 契約の相手方 

    東日本旅客鉄道株式会社大宮支社 

 
議案第１６４号 訴えの提起について 

        （所管課所・建設局建築部住宅課） 

  市営住宅の入居名義人である母親の退去に当たって条例等に定められた入居者の地位の承継

の手続を行わず、正当な権原なく市営住宅を占有した状態を続け、及び再三にわたる明渡しに

も応じない者に対し、市営住宅の明渡し等を求める訴えをさいたま地方裁判所に提起し、又は

和解するため、議決を求めるもの。 
 （内容） 

  １ 請求の趣旨 
・ 相手方に対し、市営住宅の明渡し、損害金及び訴訟費用の負担を求める。 

  ２ 訴訟遂行の方針 
     市営住宅を明け渡し、及び損害金を支払う旨の申入れがあり、かつ、その履行が見込

まれる場合は、和解する。 

     判決の結果必要と認めた場合は、上訴する。 
 

議案第１６５号 指定管理者の指定について（さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター及びさ

いたま市老人福祉センター武蔵浦和荘） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部コミュニティ推進課） 

さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター及びさいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘の管

理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

所 在 地 名   称 

さいたま市武蔵浦和コミュニティセンター
市内南区別所７丁目２０番１号 

さいたま市老人福祉センター武蔵浦和荘 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 東京都中央区築地四丁目１番１７号 

     名 称 オーエンス・アイルグループ 

     代表者 株式会社オーエンス 代表取締役 大木 一雄 

  ３ 指定する期間 



 

- 7 - 

    平成２４年５月７日から平成２８年３月３１日まで 

 

議案第１６６号 指定管理者の指定について（さいたま市立野田放課後児童クラブ） 

        （所管課所・子ども未来局子ども育成部青少年育成課） 

さいたま市立野田放課後児童クラブの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 市内緑区大字上野田１６番地 

     名 称 さいたま市立野田放課後児童クラブ 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内大宮区土手町１丁目２１３番地１ 

  名 称 社会福祉法人さいたま市社会福祉事業団 

  代表者 理事長 小野 博也 

  ３ 指定する期間 

    平成２４年４月１日から平成２６年３月３１日まで 

 
議案第１６７号 指定管理者の指定について（さいたま市ホテル南郷） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部市民総務課） 

さいたま市ホテル南郷の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 
 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 福島県南会津郡南会津町界４５４番地 

     名 称 さいたま市ホテル南郷 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 福島県南会津郡南会津町田島字後町甲３９７３番地１ 

     名 称 みなみやま観光株式会社 

     代表者 代表取締役 渡部 龍一 

  ３ 指定する期間 

    平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 
議案第１６８号 指定管理者の指定について（さいたま市六日町山の家） 

      （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部六日町山の家） 

  さいたま市六日町山の家の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 新潟県南魚沼市坂戸８３１番地２ 

     名 称 さいたま市六日町山の家 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 新潟県南魚沼市塩沢１１３２番地１越光玄米蔵３Ｆ 

     名 称 六日町山の家運営特定企業体 

     代表者 特定非営利活動法人南魚沼もてなしの郷 理事長 宮田 俊之 

  ３ 指定する期間 
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    平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 
議案第１６９号 指定管理者の指定について（さいたま市新治ファミリーランド） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部市民総務課） 

  さいたま市新治ファミリーランドの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 群馬県利根郡みなかみ町相俣１５９番地１ 

     名 称 さいたま市新治ファミリーランド 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内見沼区大和田町２丁目１３２１番地２ 

     名 称 首都圏建物サービス協同組合 

     代表者 代表理事 田部井 功 

  ３ 指定する期間 

    平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 
議案第１７０号 指定管理者の指定について（さいたま市見沼ヘルシーランド） 

        （所管課所・市民・スポーツ文化局市民生活部市民総務課） 

  さいたま市見沼ヘルシーランドの管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 市内緑区大字大崎３２２番地１ 

     名 称 さいたま市見沼ヘルシーランド 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内中央区新都心１１番地２さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 

     名 称 クリーン工房・さいたま管理システム連合体 

     代表者 株式会社クリーン工房 代表取締役 川鍋 大二 

  ３ 指定する期間 

    平成２４年４月１日から平成２８年３月３１日まで 

 
議案第１７１号 指定管理者の指定について（さいたま市農村広場） 

        （所管課所・経済局経済部見沼グリーンセンター） 

  さいたま市農村広場の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 市内見沼区大字宮ヶ谷塔７６５番地 

     名 称 さいたま市農村広場 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内中央区新都心１１番地２さいたま新都心ＬＡタワー３０Ｆ 

     名 称 株式会社クリーン工房・株式会社芦川産業共同事業体 

     代表者 株式会社クリーン工房 代表取締役 川鍋 大二 

  ３ 指定する期間 
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    平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 
議案第１７２号 指定管理者の指定について（さいたま市大宮花の丘農林公苑） 

        （所管課所・経済局経済部大宮花の丘農林公苑） 

  さいたま市大宮花の丘農林公苑の管理を指定管理者に行わせるため、議決を求めるもの。 

 （内容） 

  １ 管理を行わせる施設 

     所在地 市内西区大字西新井１２４番地 

     名 称 さいたま市大宮花の丘農林公苑 

  ２ 指定管理者に指定する団体 

  所在地 市内南区別所４丁目１２番１０号 

     名 称 公益財団法人さいたま市公園緑地協会 

     代表者 理事長 船越 亮二 

  ３ 指定する期間 

    平成２４年４月１日から平成２９年３月３１日まで 

 
議案第１７３号 彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について 

        （所管課所・総務局人事部人材育成課） 

  鳩ヶ谷市を廃し、その区域を川口市に編入したことに伴い、彩の国さいたま人づくり広域連

合を組織する地方公共団体の数が減少することについて、関係地方公共団体と協議するため、

議決を求めるもの。   
 

議案第１７４号 埼玉県後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について 

        （所管課所・保健福祉局福祉部年金医療課） 

  鳩ヶ谷市を廃し、その区域を川口市に編入したことに伴い、埼玉県後期高齢者医療広域連合

を組織する地方公共団体の数が減少することについて、関係地方公共団体と協議するため、議

決を求めるもの。 
 

議案第１７５号 当せん金付証票の発売について 
        （所管課所・財政局財政部財政課） 
  平成２４年度における当せん金付証票（宝くじ）を９５億円の範囲内において発売するため、

議決を求めるもの。 
 
≪道路議案≫ 
議案第１７６号 市道路線の認定について 
        （所管課所・建設局土木部土木総務課） 
 （内容） 
    一般  １３１路線 
    開発  １４路線  計１４５路線 
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議案第１７７号 市道路線の廃止について 
        （所管課所・建設局土木部土木総務課） 
 （内容） 
    一般  ５４路線 
    開発  ０路線  計５４路線 
 
≪人事議案≫ 
議案第１７８号～議案第１８１号 人権擁護委員候補者の推薦について 
        （所管課所・総務局総務部総務課） 
  人権擁護委員候補者として推薦するため、議会の意見を求めるもの。 
 


